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教 育 委 員 会 会 議 録 要 旨（令和 3 年第 3 回） 

定 例 会 
日 時 令和 3年 2月 3日（水） 午後 2時 00 分 

場 所 明 石 市 役 所 分 庁 舎 4 階教 育 委 員 会 室  

出 席 者 

委 員 

清 重 隆 信     教 育 長 

川 本 まり子    委  員 

伊 賀 文 計    委  員 

柏 木 輝 恵    委  員 

栗 岡 誠 司    委  員 

事 務 局 

北條局長 

村田次長（管理担当） 

福本次長（指導担当） 

中田次長（給食担当） 

寺田総務課長 

金井学校教育課長 

三ノ浦総務課企画総務係長 
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○次 第 

○報告事項 

 1.夜間中学校に関わる協定書の締結について 

  

開催 

（清重教育長） それでは、ただいまから、令和 3年第 3回定例会を開会します。 

本日の署名委員は、伊賀委員お願いします。 

それでは、本日の審議を始めます。本日は報告事項のみです。 

報告事項 1「夜間中学校に関わる協定書の締結について」、説明をお

願いします。 

（金井課長） 報告事項 1「夜間中学校に関わる協定書の締結について」、ご報告い

たします。 

様々な理由で義務教育を受けることができなかった人に義務教育

を受ける機会を提供するため、神戸市教育委員会が設置する夜間中学

校に通学したい明石市民を受け入れてもらうため、負担金に関する協

定書の締結に向けて準備を進めております。 

「1 神戸市との協定内容」といたしましては、明石市民が神戸市の

設置する夜間中学校である兵庫中学校北分校と丸山中学校西野分校

に通学するため、就学に必要となる経費を明石市が負担する必要があ

ります。 

就学に必要となる経費の内訳といたしましては、学校運営費

31,508 円、人件費 77,484 円、給食費 65,856 円、合計 174,848 円とな

ります。これらの金額は、令和 2年度の夜間中学校在籍者数で割り算

出しており、年度によって多少の増減があると聞いています。これら

の負担額を神戸市に支払うことについて、今後協定書を締結していく

予定です。 

「2 就学援助について」ですが、神戸市においては、夜間中学校の
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生徒に対して、神戸市夜間中学校就学援助制度を設け、学用品や通学

費等の補助を行っています。神戸市教育委員会としては、市外から神

戸市夜間中学校に通う生徒についても、不公平感のないように、同じ

基準で同等の援助を行うよう求めています。本市としても学用品費や

通学費等について就学援助を実施していく予定です。 

「3 協定書締結までの流れ」についてですが、協定書を締結するに

は、予算の成立後でなければなりませんが、予算成立前に協定書締結

の前段階として覚書を取り交わすこととしています。覚書について

は、神戸市教育委員会が募集要項を発表する2月中旬をめどに交換し、

予算成立の3月下旬において協定書の締結を行う流れとなっておりま

す。 

市民への広報に関しましては、3 月以降に市の広報紙や市教委のホ

ームページにおいて、「学びの機会」という形で、高等学校卒業認定

や定時制高等学校等とともに夜間中学校も学びの機会の一つとして

広報していきたいと考えております。 

報告は以上でございます。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありますでしょうか。 

（伊賀委員） 今までは協定書の締結がなかったということは、明石市で夜間中学

校に行きたい人が行けなかったということですか。 

（金井課長） そのとおりです。 

これまでは、神戸市在住または在勤の人以外は、どの市町も受け入

れてはもらえていない現状がありました。 

尼崎市にも夜間中学校がありますが、今回こちらでも近隣の市町か

ら受け入れるという形で、兵庫県教育委員会が間に立って近隣市町の

受け入れを可能にする形にしています。 
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（伊賀委員） 夜間中学校に通うことを希望している人は、何人くらいいらっしゃ

いますか。 

（金井課長） 今までも電話等で問い合わせはありましたが、現時点では 2名の希

望者があると聞いています。 

（栗岡委員） この 2つの中学校はどのあたりにありますか。 

（金井課長） 兵庫中学校北分校は神戸市兵庫区永沢町で、JR 神戸駅から歩いてい

ける範囲です。 

丸山中学校西野分校は神戸市須磨区大黒町で、神戸市営地下鉄板宿

駅の近くになります。 

（栗岡委員） 通学しようと思えば、出来なくはないということですね。 

（柏木委員） 負担額というのは、明石市からの希望者が全くいなければ支払わな

いということですか。 

（金井課長） そのとおりです。 

（柏木委員） 就学援助については、神戸市では補助を行っているということです

が、明石市では負担金として支払うというのは、明石市から神戸市に

支払って、それを神戸市から補助してもらうというような流れでしょ

うか。 

（寺田課長） 明石市の場合は、就学援助は明石市立学校に在籍している方に対し

て、明石市が就学援助金をお渡ししています。 

今回は神戸市の夜間中学校に行くことになりますので、今のスキー

ムですと、その方には明石市としてお渡しできません。ただ、神戸市

の夜間中学校で受け入れていただくにあたって、交渉の条件として、

神戸市民が神戸の夜間中学校に行くのと同じように、明石市民が神戸

の夜間中学校に行くときにも、同じ条件の就学援助を受けさせてあげ

てくださいということでした。 
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まだそのあたりは協議中ですが、明石市教育委員会から明石市民の

方に直接就学援助をお渡しする方法もありますが、事務処理などの関

係もありますので、出来れば神戸市から明石市民に就学援助を支給し

ていただいて、相当分については負担金に含めて明石市から神戸市に

お支払いする形が出来ないかというところで協議をしているところ

です。 

（栗岡委員） 2 名の希望者があるということで、いろんな形で義務教育を終えら

れていないと思いますが、年齢はどのくらいの方でしょうか。 

（金井課長） 今、問い合わせのある 2名について、お一人の方は、年齢は分かり

ませんが、明石に在住の外国籍の方が一度ご相談に来られたことがあ

ります。 

もう一人の方は 60 歳代の方で、県教育委員会にご相談のあった明

石市民と聞いています。 

最近では、夜間中学校に通われる外国籍の方が多くて、日本語を学

ぶために来ている方もたくさんいらっしゃると聞いています。 

（川本委員） これからの関わりとしては、お金のことはもちろんありますが、定

期的に学校へ足を運んだりということはありますか。 

（金井課長） 今のところそこまでは考えておりませんが、受入者がいた場合に

は、そのあたりも考えたいと思います。 

（栗岡委員） 夜間中学校を卒業したら、その扱いというのは普通の中学校卒業と

同じようになるのですか。 

（金井課長） 卒業証書ももちろん出ます。 

中学校を卒業している人も、再度やり直したいということで、特に

不登校などで中学校に通えなかった人も希望が出来るようになって

おります。 
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（柏木委員） 中学校を卒業した後の進路などは、市内の定時制高校への進学みた

いなところは、明石市としてサポートがあるのか、そのあたりは神戸

市や県の教育委員会にお任せするのか、次の進路はどのような形があ

りますか。 

（金井課長） その後の進路については、高校の認定や定時制高校などもあります

ので、相談があれば支援をしていきたいと考えております。 

（清重教育長） 調査書の作成は夜間中学校長に作成してもらわないといけなくて、

明石市では作ることが出来ませんので、校長先生に本人がお願いする

という形になると思います。 

（柏木委員） 基本的なサポートは学校にしていただいて、相談があれば対応する

というような感じでしょうか。 

（清重教育長） そうですね。 

以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、第 3回定例会を終了いたします。 

 （14：15 閉会）

 


